
日付

確
認
印

ページ 掲 載 内 容

２・３

枕崎市立病院職員募集、枕崎市立病院会計年度任用職員(保育士)募集、募集(県立吹上

高等技術専門校訓練生)、相談(「女性の人権ホットライン」強化週間／年金相談所を開

設)

４・５

お知らせ(二十歳のつどい(旧成人式)を１月３日に実施します／枕崎市市民会館改修工

事について／新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少した方に対し

保険税(料)が減免される制度について／防空壕にご注意を／Ｊアラート緊急地震速報訓

練を実施／「駅前駐車場・神園川駐車場」の利用について／給与所得の源泉徴収票のｅ

ＬＴＡＸによる提出について／年末調整等に関するパンフレットの送付について)

６・７

お知らせ(ウクライナ人道危機に伴う救援金のお礼について／11月は児童虐待防止月間

／65歳以上結核レントゲン未受診者健診／鹿児島レッドリボン月間におけるエイズ夜間

検査／集団災害訓練の実施について／11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」／お困り

の方に生理用品をお渡しします)

８・９
お知らせ(救急自動車および小型動力ポンプの公売について／全国一斉に「秋の火災予

防運動」を実施)

10・11
お知らせ(公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わ

っています)、スポーツ・文化イベント情報、キッズだより

12 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで

固定資産税３期

・口座振替をされている方は、月末振替(土・日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課⑥番窓口で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.4％、１カ月経過後は年8.7％)が加算されますのでご注意ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175(直通)

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。
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枕崎市立病院職員募集

■採用職種、予定人員および受験資格

職種 採用予定人員 受験資格

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和38年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関等の正規職員でない者

欠格事項 上記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

(１)日本国籍を有しない者

(２)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなる

までの者

(３)枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者

(４)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

試験の方法および内容

教養試験、作文試験、面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

試験の日時および場所 受験票に記載する日時・場所

※一定期間の応募者に対して、試験日時・場所を記載した受験票を送付します。

受験申込書用紙の請求および提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明記

の返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

受付期間 随時。病院での受付は午前８時30分から午後５時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)。

合格発表 試験日後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知します。

採用 最終合格者は、合格発表後の翌月１日からの採用予定です。

給与 給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以後における最

初の３月31日に退職することとなります。

問合せ 市立病院管理係 TEL72-0303

枕崎市立病院会計年度任用職員(保育士)募集

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書兼履歴書」(市立病院およびハローワーク備付け)に必

要事項を記入し、ハローワークの紹介状および84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形３号)を

添付して、市立病院管理係へ提出してください。

募集人員 １名

応募資格 保育士資格を有する方で、現在、市内で保育士として勤務していない方

報酬(月額) 166,200～194,700円

手当 期末手当、通勤手当(２㎞以上) 保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

仕事内容 病児保育施設での保育業務等

勤務時間 午前７時30分～午後４時15分、午前８時30分～午後５時15分、午前９時30分～午後６時15

分のうち７時間30分※土曜勤務(午前７時30分～午後１時)あり(振替休扱い)

試験日時 一定期間の応募者に対して、試験日時、場所を記載した受験票を送付します。なお、採用

予定人員に達し次第、募集を中止します。

選考方法 作文試験、面接試験、健康診査(採用予定者のみ)

問合せ・申込み 市立病院管理係 TEL72-0303
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相   談

募   集

県立吹上高等技術専門校訓練生

吹上高等技術専門校では、次のとおり令和５

年度の入校生を募集します。詳細については、

学校募集案内またはホームページをご覧くださ

い。

募集科目 自動車工学科(20人)、機械整備科

(10人)、金属加工科(20人)

試験日程 11月～３月＝一般選考試験(月１回)

募集期間 ２月27日(月)まで

※定員になり次第締め切ります。

応募資格

・自動車工学科、機械整備科＝高等学校卒業も

しくは同等以上の学力を有すると認められる

方。

・金属加工科＝義務教育修了もしくは同等以上

の学力を有すると認められる方。

選考方法 筆記試験および面接

問合せ 県立吹上高等技術専門校

TEL099-296-2050

「女性の人権ホットライン」強化週

間

女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図

るために、「女性の人権ホットライン」強化週

間を実施します。相談内容は問いません。相談

には法務局職員または人権擁護委員が応じて、

秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

実施機関 鹿児島地方法務局、県人権擁護委員

連合会

期間 11月18日(金)～24日(木)

時間

・平日＝午前８時30分～午後７時

・土・日、祝日＝午前10時～午後５時

連絡先 全国共通ダイヤル 0570-070-810

※ＩＰ電話からは接続できません。

問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

    TEL099-259-0684

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。

ただし、新型コロナウイルス感染症予防対策

により、下記日程の年金相談については中止に

なる場合がありますのでご了承ください。なお、

詳しくは、市民生活課国民年金係にお問い合わ

せください。

日時 11月24日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３・４会議室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

※相談される方は、マスクの着用をお願いしま

す。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年

金手帳・年金証書等)・印鑑などをお持ちく

ださい。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です。

10月27日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

11月10日(木) 南さつま市民会館第１会議室

11月17日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096
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お 知 ら せ

二十歳のつどい(旧成人式)を１月３

日に実施します

日時 令和５年１月３日(火) 午後１時30分～

(受付＝午後０時45分～)

場所 枕崎市市民会館大ホール

対象者 平成14年４月２日から平成15年４月１

日までに生まれた方

■令和５年枕崎市二十歳のつどい

新型コロナウイルス感染防止対策について

・会場内外で密にならないよう会場整理を行い

ます。

・入場の際の検温、マスク着用、手指消毒をお

願いします。

・開催日前１週間の健康管理票(案内状同封)を

提出していただきます。

・当日の検温で37.5℃以上の方は入場をご遠慮

いただきます。

・式典終了後は記念撮影を行います。

その他

・対象の方へ12月上旬に案内状を送付します。

・出席する際の服装は、式典にふさわしい服装

とします。

・今後、新型コロナウイルス感染症の状況によ

っては、二十歳のつどいの開催内容を変更す

る場合があります。その際は改めてお知らせ

します。

問合せ 生涯学習課公民館係 TEL72-2221

枕崎市市民会館改修工事について

枕崎市市民会館の改修工事が10月下旬から始

まります。

それに伴い、管理棟(事務所側)の和室と１、

２階のトイレが来年３月まで利用できなくなり

ます。工事期間中のトイレについては、ホール

棟のトイレを利用していただくことになります。

２階の会議室は利用できますが、工事の際、

騒音が発生する場合があります。

利用者の皆さんにはご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

問合せ 生涯学習課公民館係 TEL72-2221

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が一定程度減少した方に対

し保険税(料)が減免される制度につ

いて

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯

の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、

山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次

の要件(介護保険料は、①と③)にすべてあては

まる場合、ご本人の申請により保険税(料)が減

額されます。

減免額の計算方法や対象となる保険税(料)額

については、税務課課税係にお問い合わせくだ

さい。

要件

①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいず

れかの減少額(保険金、損害賠償等により補

填されるべき金額を控除した額)が前年の当

該事業収入等の額の10分の３以上であること。

②世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第

314条の２第１項に規定する総所得金額およ

び山林所得金額ならびに法施行令に規定する

他の所得と区別して計算される所得の金額

(地方税法第314条の２第１項各号および第２

項の規定の適用がある場合には、その適用前

の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

③世帯の主たる生計維持者の減少することが見

込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の

所得の合計額が400万円以下であること。

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066

防空壕にご注意を

防空壕の中は、崩落の危険や一酸化炭素中毒

になるなどの危険があります。

危険な防空壕については、本市においても安

全対策を行っていますが、まだ確認されていな

い箇所がある可能性もあります。

防空壕が子どもたちの遊び場にならないよう

地域で見守り、気づいたときは注意していただ

きますようご協力ください。

また、お近くに危険な防空壕がありましたら、

市役所まで情報提供をお願いします。

問合せ 建設課都市計画係 TEL76-1218
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Ｊアラート緊急地震速報訓練を実施

この訓練は、全国瞬時警報システム(Ｊアラ

ート)を活用し、市民の皆さんへ緊急地震速報

がきちんと情報伝達されるかを確認するための、

国が行う訓練です。防災行政無線や戸別受信機

から訓練用の放送が流れますので、実際の災害

とお間違いのないようにご注意ください。

訓練日時 11月２日(水) 午前10時頃

※気象や地震活動の状況等により、訓練用の緊

急地震速報の発表が中止になる場合がありま

す。

放送文

①上りチャイム音

②「こちらは、防災まくらざきしです。ただ今

から訓練放送を行います」

③緊急地震速報チャイム音。『緊急地震速報。

大地震（おおじしん）です。大地震です。こ

れは訓練放送です』（３回繰り返し）

④「こちらは、防災まくらざきしです。これで

訓練放送を終わります」

⑤下りチャイム音

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086

「駅前駐車場・神園川駐車場」の利

用について

駅前駐車場および神園川駐車場は、主に駅や

商店街等を利用する皆さんのために設置された

ものです。

「長時間駐車」「駐車禁止場所への駐車」

「はみ出し駐車」などが見られ、苦情が多く寄

せられています。

特に長時間駐車については、通勤用の駐車場

として利用されている方も見受けられ、商店街

を訪れるお客様に多大な迷惑をかけることがあ

ります。

多くの方が気持ち良く利用できるように、次

のことに注意して利用されるようお願いします。

・長時間の駐車はご遠慮ください。

・駐車禁止場所(斜線部分)には、絶対に駐車し

ないでください。

・はみ出し駐車のないよう、白線内に正しく駐

車してください。

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL76-1667

給与所得の源泉徴収票のｅＬＴＡＸ

による提出について

給与所得の源泉徴収票の電子申告(ｅ-Ｔａ

ｘ)用のデータと、支払報告書の電子申告(ｅＬ

ＴＡＸ)用のデータを同時に作成し、給与所得

の源泉徴収票は支払者の所轄税務署、支払報告

書は受給者の住所地の市区町村へ一括送信する

ことができます。

詳しくは、ｅ-Ｔａｘホームページ(https://

www.e-tax.nta.go.jp)またはｅＬＴＡＸホーム

ページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧

ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

年末調整等に関するパンフレットの

送付について

例年、年末調整の時期に、源泉徴収義務者の

皆さんへ、「年末調整のしかた」、「源泉徴収

税額表」および「給与所得の源泉徴収票等の法

定調書の作成と提出の手引」を送付していまし

たが、今後は、これらのパンフレットに代えて、

改正事項(昨年からの変更点)などを案内したリ

ーフレットを送付します。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.

nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署

にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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ウクライナ人道危機に伴う救援金の

お礼について

ウクライナの避難民を支援するための救援金

として、市役所正面玄関に募金箱を４月７日か

ら９月29日まで設置しました。

この間、市民の皆さんから119,626円の温か

いご支援をいただき誠にありがとうございまし

た。

集まった救援金につきましては、日本赤十字

社を通じて、各国における救援活動の支援に使

われます。

また、日本赤十字社では、ウクライナ人道危

機救援金の受付を令和５年３月31日(金)まで延

長していますので、今後ご支援を行う場合は、

手数料無料の金融機関から振り込みをお願いし

ます。

問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612

11月は児童虐待防止月間

児童虐待は、子どもの生命に危機を及ぼすだ

けでなく、心にも深い傷を残すことになります。

児童虐待防止は地域全体で取り組むことで、

発生予防や早期発見につながります。

あなたの周りに「気になる子ども」はいませ

んか？「もしかしたら」と感じたら、すぐに児

童相談所、南薩地域振興局、市役所福祉課また

は家庭児童相談室のいずれかに連絡してくださ

い。

(１)おかしいと感じたら、迷わず連絡(通告)

(２)「しつけのつもり」は言い訳

(３)ひとりで抱えこまない

(４)親の立場より子どもの立場

(５)虐待はあなたの周りでも起こりうる

連絡先

・児童相談所全国ダイヤル 189(いちはやく)

・南薩地域振興局地域保健福祉課 TEL83-8001

・福祉課社会係 TEL73-5612

・家庭児童相談室 TEL76-1136

問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612

65歳以上結核レントゲン未受診者健診

「結核」は過去の病気だと思っていません

か？今もなお、毎年全国で17,000人の方が感染

し、その７割が65歳以上の方々です。

感染症法でも、早期発見・集団感染を予防す

るため、年に１回はレントゲン検査を受けるよ

う勧められています。

そこで市では、６月から９月に実施した肺が

ん検診を受けていない65歳以上の方を対象に、

結核レントゲン健診を実施します。令和４年４

月以降に、肺がん検診を受診した方は、結核レ

ントゲン健診も兼ねていますので対象外となり

ます。また、職場・病院等で胸部レントゲンを

受けた方も、今回の健診を受ける必要はありま

せん。通知が届いていない場合でも、対象の方

は受診できますので会場にお越しください。

対象者 昭和33年４月１日以前生まれの方で、

令和４年度肺がん検診・結核レントゲン健診を

受けていない方

健診内容および料金 胸部Ｘ線検査(無料)

健診日時および場所

健診日 会場 時間

11月25日

(金)

サン・フレッ

シュ枕崎
９:00～10:00

妙見センター 10:20～11:00

市民会館 11:20～12:20

別府センター 13:30～14:00

健康センター 14:20～15:20

問合せ 健康センター TEL72-7176
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鹿児島レッドリボン月間におけるエ

イズ夜間検査

12月１日は、「世界エイズデー」です。

県では、11月16日(水)から12月15日(木)を

「鹿児島レッドリボン月間」と定め、エイズに

関する正しい知識の普及啓発を図ることにより、

エイズの予防および感染者・患者などが尊厳を

もって暮らせる社会づくりを推進しています。

保健所では、この月間に合わせて下記の日程

で夜間検査を実施します。検査は匿名、無料で

受けることができ、検査結果は１時間でわかり

ます。検査をご希望の方は、12月２日(金)まで

に電話にてご予約ください。

日時 12月５日(月) 午後５時15分～７時

場所 加世田保健所

※月間以外でも保健所では、平日の午前８時30

分から午後５時15分までエイズの相談・検査

を実施しています。検査は、事前に電話での

予約が必要です。

問合せ 加世田保健所 TEL53-2315

集団災害訓練の実施について

市消防本部では10月29日(土)午後２時から恵

比須町旧枕崎油槽所付近にて、集団災害訓練を

実施します。

今回の想定は地震の影響により、高潮が発生。

防波堤に取り残された負傷者の巡視艇での搬送

訓練や防災ヘリコプターでの海上からの救出訓

練、護岸崩壊対応訓練、火災防ぎょ訓練などを

実施予定です。

参加機関については、枕崎市消防本部、枕崎

市、枕崎市消防団、枕崎市医師会、枕崎警察署、

枕崎建設業組合、鹿児島生コンクリート協同組

合南薩支部、鹿児島県消防防災航空隊、指宿海

上保安署の９つの機関となっています。訓練中

は、消防車等のサイレン吹鳴や防災ヘリコプタ

ーの飛来がありますので、訓練へのご理解をお

願いします。

問合せ 消防本部警防課警防係 TEL72-0049

11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」

厚生労働省では、国民一人一人、「ねんきん

ネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計

に思いを巡らす日として、11(いい)月30(みら

い)日を「年金の日」としました。

この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんき

んネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見

込額を確認し、未来の生活設計について考えて

みませんか。

「ねんきんネット」では、ご自身でさまざま

な条件を設定し、将来受け取る老齢年金の見込

み額を試算できます。また、厚生労働省ホーム

ページの「公的年金シミュレーター(試験運用

中)」では、ユーザー登録なしで将来の年金額

を簡易に試算できます。ねんきん定期便のハガ

キの場合、ねんきん定期便を開いたときの表面

(本人住所が見える側)の右端、「最近の月別状

況です」の下段にある二次元コードからアクセ

スできます。封書の場合、定期便２ページの

「年金見込額試算用二次元コード」の欄に付さ

れている二次元コードからアクセスできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機

構のホームページで確認するか、鹿児島南年金

事務所にお問い合わせください。

問合せ

・鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

・市民生活課国民年金係 TEL76-1096

お困りの方に生理用品をお渡しします

経済的な理由だけでなく、さまざまな事情で

生理用品の用意に困っている「生理の貧困」の

問題に対し、女性を支援するために生理用品を

無償でお配りします。

配布方法 市役所本館１階トイレ内に備え付け

てあるカードをお取りいただき、配布窓口でカ

ードと引き換えに１パックお渡しします。窓口

では、お名前、住所、理由等を聞いたりするこ

とはありません。

※在庫がなくなり次第、配付は終了します。

配布窓口 市民生活課市民係①番窓口

問合せ 企画調整課政策推進係 TEL76-1090



８

救急自動車および小型動力ポンプの公売について

不用になった救急自動車、消防団小型動力ポンプの公売を下記のとおり行いますので、買受を

希望される方は入札に参加してください。

■公売物件

車両 トヨタ 救急自動車 １台

・初度登録年月 平成18年１月

・車検の有効期限 車検なし

・走行距離 170,110㎞

小型動力ポンプ一式 ２台

・メーカー トーハツ

・ポンプ等級 Ｂ-３級

・吸管 ６ｍ

・購入年月 ①＝平成７年７月、②＝平成６年12月

入札参加資格要件

・市内に在住する者または市内に事務所等を有する法人等

・市税等の滞納がないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されない者であること

・公売説明会に参加すること

物件の公開 10月17日(月)～11月14日(月) 午前９時～午後５時

※現場での車両の説明は行いません。

※ご覧になる場合は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

公売説明会の日時・場所 11月15日(火) 午後１時30分 枕崎市消防署

※説明会に参加されなかった方は、入札に参加できません。

入札の日時・場所 11月25日(金) 午後１時30分 枕崎市消防本部２階会議室

留意事項

・車両、小型ポンプは現状渡しとなります。

・物件を登録する場合は、回転灯・サイレントアンプおよび赤色警光灯の撤去、ボディー等の文

字消去を再利用条件とし、枕崎市消防本部は契約不適合責任を負いません。

・車両の引き取りおよび登録または解体処分に係る費用については、すべて落札者の負担となり

ます。

・金額納入後に名義変更し、その後、車両引渡しを行います。また、名義変更完了確認のため、

登録証の写し等を提出してください。

その他 詳細については、公売説明会の時に説明します。

問合せ 消防本部総務課庶務係 TEL72-0049
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全国一斉に「秋の火災予防運動」を実施

11月９日(水)から15日(火)までの７日間、全国一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。

この時期は、空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすくなります。暖房器具を使用の際は、周

囲に燃えやすい物を置かないなど、火災が発生しないよう適切に使用しましょう。

また、たき火による火災が多く発生しています。たき火等を行う場合は、万全な消火準備とそ

の場を離れないようにし、風が強いときは火の使用は避けてください。

なお、たき火等を行う場合は、事前に消防署へ届け出てください。

※期間中は、火災予防の啓発、消防団と連携し巡回広報と重ねて防火パトロール等を実施しま

す。

■2022年度全国統一防火標語

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」

■住宅防火 いのちを守る 10のポイント

４つの習慣

・寝たばこは絶対にしない、させない。

・ストーブの周りに、燃えやすいものを置かない。

・こんろを使うときは火のそばを離れない。

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用す

る。

・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し使い方を確認しておく。

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

・防火防災訓練への参加、地域ぐるみの防火対策を行う。

■期間中のイベント

「消防フェスタ」

日時 11月９日(水）午前10時～正午

場所 枕崎市消防署(雨天時は総合体育館)

参加団体 市内の幼年消防クラブおよび婦人防火クラブ

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049
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公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税・後期高齢者医療保

険料の額が10月から変わっています

地方税法等の規定により、65歳以上の年金受給者の方(世帯)に係る市・県民税、国民健康保険

税、後期高齢者医療保険料については、年金からの引き落とし(特別徴収)となっています。

公的年金の所得に係る市・県民税
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

既に年金からの引き

落としとなっている

方

〇４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)は、前年度の年金に係る税額

の２分の１に相当する額を３回に

分けて年金から引き落とされてい

ます。10月以降は「本徴収」の額

で年金から引き落とされます。

〇各納付月(10月・12月・２月)に

年金から引き落とされる額は、確

定した公的年金に係る市・県民税

の年税額から仮徴収した額を差し

引いた残りの税額の３分の１とな

ります。

※各納付月に年金から引き落とさ

れる額は、６月に送付した納税通

知書でご確認ください。

〇４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)に２月分(前年度分)と同額で

年金から引き落とされています。

10月以降は「本徴収」の額で年金

から引き落とされます。

〇各納付月(10月・12月・２月)に

年金から引き落とされる額は、確

定した国民健康保険税・後期高齢

者医療保険料の年税額から、仮徴

収した額を差し引いた残りの税額

の３分の１となります。

※各納付月に年金から引き落とさ

れる額は、８月に送付した納税通

知書でご確認ください。

今年度初めて年金か

らの引き落としとな

る方

今年度再び年金から

の引き落としとなる

方

10月支給の年金から引き落とされ

ます。

※納付月(10月・12月・２月)

10月支給の年金から引き落とされ

ます。

※納付月(10月・12月・２月)

※８月支給の年金から引き落とさ

れている場合もあります。

年金からの引き落と

しが中止となり、個

人で窓口・口座振替

納付となる方

対象の方が亡くなられた場合など 〇年金支払者から年金からの引き

落としができない旨の連絡があっ

た場合

〇65歳未満の方が新たに被保険者

となった場合(国民健康保険税の

み)など

※いずれの場合も納める年税額に変更はありません。

問合せ

・課税に関すること 税務課課税係 TEL76-1066

・納付に関すること 税務課管理収納係 TEL73-2175
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スポーツ・文化イベント情報

問合せ スポーツ・文化振興課

TEL72-9998

市総合文化祭開催

■展示部門

期間 10月22日(土)～11月６日(日)

※会期中無休

会場 南溟館、市民会館

展示内容

南溟館＝絵画展(水墨画含む)、書道展、写真展、

陶芸展

市民会館＝生花展、学習成果展

時間 午前９時～午後５時(入館は午後４時30

分まで)

観覧料 無料

■芸能部門「市民芸能祭」

日程 11月６日(日)※小雨決行

会場 市民球場ステージ

時間 午前10時～午後０時30分(予定)

内容 舞踊、フラダンス、合唱、楽器演奏など

入場料 無料

詳しくは南溟館特設ホームページをご覧くだ

さい。

■自主文化事業「ＡＲＴＳコンサート」

市総合文化祭「市民芸能祭」終了後、引き続

き同会場で地元スカバンド「ＡＲＴＳ」による

コンサートを開催します。

日程 11月６日(日)※小雨決行

会場 市民球場ステージ

時間 午後０時40分～午後２時(予定)

入場料 無料

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

           TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。

場 所 立神海の風こども園(中央町261)

開 放 日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

11月の行事（午前10時から）

日 曜日 行事の内容 要予約

１ 火 新聞紙遊び

４ 金 公園遊び(松之尾公園)

８ 火 園庭遊び後試食会 ○

10 木 ベビー＆ママヨガ ○

11 金
お話リトミック

(１歳半以上児)
○

14 月 カイロプラクティック骨盤調整 ○

16 水 ベビーマッサージ教室 ○

17 木
キッズ体操クラブ

(１歳半以上児)
○

18 金 誕生会

21 月 ドライヘッドスパ体験 ○

22 火 音楽遊び

24 木
キッズ体操クラブ

(１歳半以上児)
○

※４日(金)の公園遊びは現地集合です。

※４日(金)の公園遊び、８日(火)の園庭遊びは、

雨天の場合、キッズルームで遊びます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更または中止することがありますので、

予めご了承ください。

※要予約の活動は、３密を避けるため少人数限定

になっていますので、早めにお申し込みくださ

い。
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■謎かけの答え＝割っがならん

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

４日(金)

昔の道具を使おう
立神小学校 9:00～13:10

【対象】立神小３年生

立神地区公民館

72-1693

◎小学生と高齢者

のふれあい交流

別府小学校 14:15～16:00

【対象】小学生・高齢者

別府地区公民館

76-2010

７日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

10日(木) ◎男性料理教室 立神センター 10:00～11:40
健康センター

72-7176

12日(土) 校区ふるさと発見
枕崎市内 13:30～15:30

【対象】小・中学生

立神地区公民館

72-1693

13日(日) ◎そば打ち体験
桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、一般

桜山地区公民館

72-2267

14日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

18日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう。

市民会館

72-2221

21日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

まちのカレンダー11 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について

仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時間の

延長および日曜日の開庁を行っています。

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで

■日曜日開庁 毎月第２・４日曜日 午前８時30分～正午

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093


